
函館市企業局暴力団等排除措置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市企業局が発注する工事または製造の請負， 

 物品の購入その他の契約（以下「局発注契約」という。）から暴力団， 

 暴力団員等もしくは暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）を排 

 除するため，必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号 

 に定めるところによる。 

 (1) 有資格業者 

   局発注契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。 

 (2) 役員等 

   有資格業者において，法人その他の団体の場合は，役員および常 

  時契約を締結する権限を持つ支店長または営業所長等，個人の場合 

  は，事業主および支店または営業所の代表者をいう。 

 (3) 暴力団 

   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

  第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力 

  団をいう。 

 (4) 暴力団員 

   暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 (5) 暴力団員等 

   暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  をいう。 

 (6) 暴力団関係者 

   暴力団，暴力団員等に協力し，または関与する等これと関わりを 

  持つ者として，警察から通報があった者もしくは警察が確認した者 

  をいう。 

 （入札参加除外の措置） 



第３条 公営企業管理者（以下「管理者」という。）は，有資格業者が 

 別表各項に掲げる措置要件の一に該当するときは，別表各項に定める 

 期間，局発注契約から除外する措置（以下「入札参加除外措置」とい 

 う。）を行うものとする。 

２ 管理者は，前項の規定により共同企業体について入札参加除外措置 

 を行うときは，当該共同企業体の有資格業者である構成員（明らかに 

 当該入札参加除外措置について責めを負わないと認められる者を除く。） 

 について，当該共同企業体の入札参加除外措置の期間の範囲内で情状 

 に応じて期間を定め，入札参加除外措置を併せて行うものとする。 

３ 管理者は，前２項の規定により入札参加除外措置を受けた有資格業 

 者を構成員に含む共同企業体について，当該入札参加除外措置の期間 

 の範囲内で情状に応じて期間を定め，入札参加除外措置を行うものと 

 する。 

 （入札参加除外措置の解除） 

第４条 管理者は，入札参加除外措置を受けている有資格業者（以下「 

 入札参加除外者」という。）が次の各号のすべてに該当する場合は， 

 入札参加除外措置を解除することができる。 

 (1) 当該入札参加除外者から様式４による入札参加除外措置の解除の 

  申出があること。 

 (2) 入札参加除外措置の期間が満了する日を経過していること。 

 (3) 別表各項に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないと認 

  められること。この場合において，管理者は，当該入札参加除外者 

  に，例えば，役員が暴力団員等で当該役員を解雇するといった改善 

  を行った場合に，商業登記簿謄本（写）の提出を求めるなど，関連 

  資料の提出を求めることができる。また，管理者は当該入札参加除 

  外者が別表各項の措置要件に該当しないことを確認するため，「函 

  館市企業局が発注する契約から暴力団等を排除するための合意書」 

  第２条第１項の規定により，警察に対して照会するものとする。 

 （入札参加除外措置の期間の特例） 

第５条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の２以上に該 



 当したときは，当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間をも 

 って入札参加除外措置の期間とする。 

２ 入札参加除外者が新たに別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該 

 当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は，新たに措置が 

 必要となった事由に応じて定めた期間に，既に受けている入札参加除 

 外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。 

３ 管理者は，入札参加除外者について，情状酌量すべき特別の事由ま 

 たは極めて悪質な事由が明らかになったときは，入札参加除外措置の 

 期間を変更することができる。この場合において，別表各項に定める 

 期間を情状酌量すべき特別の事由があるときは，２分の１まで短縮で 

 き，極めて悪質な事由があるときは，２倍まで延長することができる 

 ものとする。 

 （勧告措置等） 

第６条 管理者は，有資格業者が別表各項に掲げる措置要件のいずれに 

 も該当しない場合においても，この要綱の趣旨に照らし必要があると 

 認められるときは，当該相手方に対し，必要な措置を行うよう勧告ま 

 たは注意の喚起を行うことができる。 

 （競争入札参加資格審査の申請からの排除） 

第７条 管理者は，競争入札参加資格審査を行うにあたり，入札参加除 

 外者および有資格業者以外の者で，警察から別表各項に掲げる措置要 

 件のいずれかに該当する旨の通報を受けた場合の，当該通報に係る業 

 者（以下「入札参加除外者等」という。）の申請を認めてはならない。 

 （一般競争入札からの排除） 

第８条 管理者は，局発注契約に係る一般競争入札を行うにあたり，入 

 札参加除外者の参加を認めてはならない。 

２ 管理者は，入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参 

 加除外措置を受けたときは，当該入札参加資格を取消し，または契約 

 の締結を行わないものとする。 

 （指名競争入札からの排除） 

第９条 管理者は，局発注契約に係る指名競争入札を行うにあたり，入 



 札参加除外者を指名してはならない。 

２ 管理者は，指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措 

 置を受けたときは，当該指名を取消し，または契約の締結を行わない 

 ものとする。 

 （随意契約からの排除） 

第10条 管理者は，入札参加除外者等を随意契約の相手方としてはなら 

 ない。 

 （下請負契約等の相手方の制限） 

第11条 管理者は，入札参加除外者等が局発注契約の下請負人となり， 

 もしくは受託者（以下「下請負人等」という。）となることを認めな 

 いものとする。 

２ 管理者は，局発注契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等と 

 していた場合は，当該相手方に対して，当該下請負人等との契約の解 

 除を求めることができる。 

 （契約の解除） 

第12条 管理者は，局発注契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場 

 合に，当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。 

 （不当介入等に対する措置） 

第13条 管理者は，局発注契約の相手方が当該契約の履行にあたり，暴 

 力団等から工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求（以下 

 「不当介入等」という。）を受けたときは，速やかに報告を求めると 

 ともに，警察への届出を行うよう指導するものとする。 

２ 管理者は，局発注契約の相手方が直接または間接に指揮または監督 

 を行うべき下請負人等が，暴力団等から不当介入等を受けたときは， 

 当該下請負人等に対し前項と同様に措置を行うよう，当該契約の相手 

 方に指導を行うことを求めるものとする。 

３ 管理者は，局発注契約の相手方または下請負人等が前２項の不当介 

 入等を受け，当該契約の履行の遅延等の発生するおそれがあると認め 

 られるときは，当該契約の相手方が前２項の規定に基づき適切な報告， 

 届出または指導を行ったと認められる場合に限り，必要に応じて工程 



 の調整，履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。 

 （関係機関との連携） 

第14条 管理者は，この要綱の運用にあたっては，函館市，函館市病院 

 局および警察等関係機関との密接な連携を行うものとする。 

 （入札参加除外措置の通知） 

第15条 管理者は，第３条の規定により入札参加除外措置を行い，第４ 

 条の規定により入札参加除外措置を解除し，または第５条第３項の規 

 定により入札参加除外措置の期間を変更したときは，当該有資格業者 

 に対し，様式１，様式２または様式３の通知書により通知するものと 

 する。 

 （その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年９月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１（第１５条関係） 

入札参加除外措置通知書 

 

                    函 財 調 

                    函 企 管 経 

                    函 病 

                    平成  年  月  日 

 

 

          様 

 

             函館市長              印 

             公営企業管理者 企業局長      印 

             公営企業管理者 病院局長      印 

 

 函館市（企業局および病院局を含む。）が発注する契約から除外する 

措置を講じましたので通知します。 

記 

１ 入札参加除外措置期間 

  平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

  （ただし，当該措置期間内に措置理由となった事実が改善されない 

  場合は，改善されたと認められる日まで当該入札参加除外措置を継 

  続します。） 

２ 入札参加除外措置を行う理由 

 

３ 入札参加除外措置の内容 

 (1) 本市が実施する入札等に参加することはできません。 

 (2) 本市と契約を締結することはできません。 

 (3) 本市が発注する契約の下請負人および受託者となることはできま 

  せん。 



様式２（第１５条関係） 

入札参加除外措置解除通知書 

 

                    函 財 調 

                    函 企 管 経 

                    函 病 

                    平成  年  月  日 

 

 

          様 

 

             函館市長              印 

             公営企業管理者 企業局長      印 

             公営企業管理者 病院局長      印 

 

 平成  年  月  日付けで通知した入札参加除外措置を解除したの

で通知します。 

記 

１ 解除期日  平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３（第１５条関係） 

入札参加除外措置期間変更通知書 

 

                    函 財 調 

                    函 企 管 経 

                    函 病 

                    平成  年  月  日 

 

 

          様 

 

             函館市長              印 

             公営企業管理者 企業局長      印 

             公営企業管理者 病院局長      印 

 

 平成  年  月  日付けで通知した入札参加除外措置の期間を次の

とおり変更したので通知します。 

記 

１ 入札参加除外措置期間 

  変更前 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

  変更後 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

  （ただし，当該措置期間内に措置理由となった事実が改善されない 

  場合は，改善されたと認められる日まで当該入札参加除外措置を継 

  続します。） 

 

２ 入札参加除外措置期間を変更した理由 

 

 

 

 



様式４（第１５条関係） 

入札参加除外措置解除通知書 

 

                    函 財 調 

                    函 企 管 経 

                    函 病 

                    平成  年  月  日 

 

 函館市長 

 公営企業管理者 企業局長 

 公営企業管理者 病院局長      様 

 

              （住所） 

              （商号または名称） 

              （代表者職氏名）         印 

 

 私は，平成  年  月  日付けで入札参加除外措置を受けました 

が，入札参加除外措置理由となった事実について，別添のとおり改善し 

ましたので，入札参加除外措置の解除をお願いします。 

            （連絡先               ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条第１項関係） 

 

措 置 要 件 期     間 

１ 有資格業者の役員等が暴力団員等で

ある場合，または暴力団もしくは暴力団

員等が有資格業者の経営に事実上参加し

ていると認められるとき。 

 

 

２ 有資格業者またはその役員等が業務

に関し，不正に財産上の利益を得るため

または債務の履行を強要するために暴力

団，暴力団員等もしくは暴力団関係者

（以下「暴力団等」という。）を利用し

たと認められるとき。 

 

３ 有資格業者またはその役員等がいか

なる名義をもってするかを問わず，暴力

団等に対して，金銭，物品その他財産上

の利益を不当に与えたと認められると

き。 

 

４ 有資格業者またはその役員等が暴力

団等と社会的に非難される関係を有して

いると認められるとき。 

 

５ 有資格業者またはその役員等が下請

負契約，資材・原材料の購入契約また

は，その他契約にあたり，その契約の相

手方の入札参加資格の有無にかかわら

ず，前各項の規定のいずれかに該当する

者であると知りながら，当該契約を締結

したと認められるとき。 

 

６ 有資格業者が第６条に基づく勧告を

受けた日から１年以内に再度勧告措置を

受けたとき。 

 当該認定をした日から２４ヶ月。

ただし，当該措置期間内に改善され

ない場合は，改善されたと認められ

る日まで。（以下，措置要件６の期

間まで同じ。） 

 

 当該認定をした日から１２ヶ月。

ただし，函館市（企業局，病院局を

含む。）が締結する建設工事等に係

る契約については２４ヶ月。 

 

 

 

 当該認定をした日から１２ヶ月。 

 

 

 

 

 

 当該認定をした日から１２ヶ月。 

 

 

 

 当該認定をした日から１２ヶ月。 

 

 

 

 

 

 

 

 再度勧告措置を行った日から１２

ヶ月。 

 


